
公立病院経営強化プランについて
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〇 令和４年３月２９日付け総務省自治財政局長通知により、公立病院は、令和４年度又は
令和５年度中に「公立病院経営強化プラン」を策定し、病院事業の経営強化に総合的に
取り組むこととされた。

〇 公立病院経営強化プランの策定に当たっては、策定段階から地域医療構想等調整会議の
意見を聴く機会を設けることなどを通じて地域医療構想や医師確保計画等との整合性を
確認することとされている。

公立病院経営強化プランについて

策定中のプランについて、地域医療構想との整合性等について、ご意見をお伺いするもの

＜参考：公立病院経営強化ガイドラインから抜粋＞

・今後の公立病院経営強化の目指すところは、公・民の適切な役割分担の下、地域において必要な医療提供体制の確保

を図り、その中で公立病院が安定した経営の下でへき地医療・不採算医療や高度・先進医療等を提供する重要な役割

を継続的に担っていくことができるようにすること。

・限られた医師・看護師等の医療資源を地域全体で最大限効率的に活用するという視点を最も重視し、新興感染症の感

染拡大時等の対応という視点も持って、公立病院の経営を強化していくことが重要。

・地域の中で各公立病院が担うべき役割・機能を改めて見直し、明確化・最適化した上で、病院間の連携を強化する

「機能分化・連携強化」を進めていくことが必要。特に、機能分化・連携強化を通じて、中核的医療を行う基幹病院

に急性期機能を集約し医師・看護師等を確保するとともに、基幹病院から不採算地区病院をはじめとする基幹病院以

外の病院への医師・看護師等の派遣等の連携を強化していくことが重要。

・経営強化プランは、当該公立病院の地域医療構想に係る具体的対応方針として位置付けることとされていることも踏

まえ、地域医療構想と整合的であることが求められる。
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①多治見市民病院における経営強化プラン

2

〇多治見市民病院経営強化プランの主な項目と記載内容について

項　　　目 記　載　内　容

〇役割・機能の最適化と連携の強化

　・地域医療構想等を踏まえた当該病院

　　の果たすべき役割・機能

県立多治見病院と多治見市民病院は設置場所が近接しているが、県立多治見病院は高度急性期医療から急性

期医療を、多治見市民病院は急性期医療から回復期医療を担う中核医療機関として役割分担していく。

　・地域包括ケアシステムの構築に向け

　　て果たすべき役割・機能

回復期リハビリテーション病棟を中心に、地域の患者が安心で住みやすい環境で暮らし続けることができる

よう、地域の診療所や介護保険事業所等と連携しながら、在宅医療提供体制の推進を図る。

　・機能分化・連携強化 紹介率・逆紹介率の向上に取り組むなど一次医療機関、三次医療機関との連携強化を図り、地域の医療体制

を堅持していく。

〇医師・看護師等の確保と働き方改革

　・医師・看護師等の確保 ・社会医療法人厚生会のネットワークを十分に活用し、大学病院等との連携強化を図りながら、医療従事者

の確保に努めていく。

・産前産後休業や育児休業の積極的な取得慣行、院内保育施設の充実など、仕事と家庭の両立に重点を置い

た働き方が可能となるように病院内の環境整備に取り組んでいく。

　・医師の働き方改革への対応 ・各職種の業務整理を実施し、役割分担を明確にした上で、医師の適切な労務管理やタスクシフト・シェア

等による時間外労働時間の縮減の取組を進めていく。

〇経営形態の見直し ・現在の指定管理期間は令和15年３月31日までとなっている。この経営形態を維持するとともに、医師・看

護師などの医療スタッフの確保に努め、より良い病院を目指していく。

〇新興感染症の感染拡大時等に備えた

　平時からの取組

・平時から、感染対策に関する研修や定期的な実践確認を行うとともに、感染拡大時にスムーズに感染症病

床へ移行できる設備の確保や、保健所等関係機関との連携を強化し即座に対応できる体制を整えていく。



②土岐市立総合病院及び（仮称）公立東濃中部医療センターにおける経営強化プラン
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〇土岐市立総合病院及び（仮称）公立東濃中部医療センター経営強化プランの主な項目と記載内容について

土岐市立総合病院 （仮称）公立東濃中部医療センター

〇役割・機能の最適化と連携の強化

　・地域医療構想等を踏まえた当該病院

　　の果たすべき役割・機能

令和8 年2 月に開院を予定している新病院に統合するまでの間、二次救急医

療、急性期医療、回復期医療を中心に、土岐市周辺の地域医療を担う。

・２病院からの医師の集約による、診療提供体制・診療機能の強化。

・市外流出の多い救急医療及び各種疾患（循環器系疾患、新生物、内分泌系疾患、

周産期医療等）への対応。

・急性期医療から回復期、慢性期、在宅医療を切れ目なく提供する地域医療体制の

中心的役割を担うこと。

　・地域包括ケアシステムの構築に向け

　　て果たすべき役割・機能

地域包括ケアシステムの構築における医療分野の要として、救急患者の受け

入れのほか、入院ニーズに速やかに応えられる医療提供体制を確保するとと

もに、地域の病院・診療所および介護事業所・施設との連携強化に努めるこ

とで、地域包括ケアシステムの構築に向けて役割を果たしていく。

行政や介護事業所、福祉施設等とも連携を強化し、住まい・医療・介護・予防・生

活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステム推進の中心的な役割を果たす。

　・機能分化・連携強化 引き続き、東濃厚生病院と連携して、初期救急医療、急性期医療、回復期医

療を担っていく。

新病院においては、２次救急医療に関してはすべて新病院で完結できることを目指

している。その上で、１次から２次、２次から３次と、機能分化を図ることで患者

のレベルに応じた適切な治療が行えるよう、地域内の各病院・診療所と連携を密に

していく。

〇医師・看護師等の確保と働き方改革

　・医師・看護師等の確保 ・医師等の確保に向けて、指定管理者である岐阜県厚生農業協同組合連合会

のスケールメリット・ネットワークを活かして、大学医局からの派遣や指定

管理者による採用を要請していく。

・東濃地域医師確保奨学資金貸付制度、東濃⻄部看護師等確保修学資金貸付

制度、東濃中部病院事務組合助産師修学資金・就業資金貸与制度など免除要

件のある公的支援制度を積極的に活用して、医師等の確保に取り組む。

・２病院統合によるスタッフ集約を図る所だが、組合としても助産師就学資金等貸

与制度を設けている。

・大学医局からの医師派遣や直接採用、初期臨床研修による若手医師確保など、運

営者に対して医療スタッフ確保を要請していく。

　・医師の働き方改革への対応 医師の労働時間管理システムを導入済みであり、令和6 年度以降においても特

例水準指定要件には該当しない見込みとなっています。夜間及び休日の救急

体制については、引き続き東濃厚生病院との輪番制により圏域内での救急体

制を確保しながら、医師等の時間外勤務等労働時間の縮減を図る。

・新病院を建設するにあたり、ＩＣカード等を活用した出退勤管理システムや使い

やすい電子カルテ閲覧システム等を導入し、労務環境を整備する。

・運営者に対してタスク・シフティングの推進など、働きやすい環境を整備するよ

う要請する。

〇経営形態の見直し ・指定管理者制度へ移行した一定の成果が上がっている。

・経営形態の見直しは予定していない。

引き続き指定管理者制度により運営をすることとして事業を進める。

〇新興感染症の感染拡大時等に備えた

　平時からの取組

県や周辺医療機関との連携を一層強固なものとするとともに、専門人材の育

成や感染防護具等の備蓄を充実することにより、感染拡大時あるいは院内感

染発生時には、 現状休床スペースなどを活用して感染区域と清潔区域のゾー

ニングを行うなどの対応により医療提供を継続できるよう体制強化に努め

る。

施設整備に当たって次のとおり進めることで、安心・安全な医療提供環境を追求す

る。

・感染外来、専用玄関、検体採取出入口の設置

・感染症が疑われる患者と他の患者が交わらない動線、病棟及び諸室の確保

・感染症拡大時に入院受け入れが可能となる病床の整備

項　　　目
記　載　内　容



③県立多治見病院における経営強化プラン
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〇県立多治見病院経営強化プランの主な項目と記載内容について

項　　　目 記　載　内　容

〇役割・機能の最適化と連携の強化

　・地域医療構想等を踏まえた当該病院

　　の果たすべき役割・機能

・新中央診療棟の開設により、手術支援機器の新規導入、ハイブリッド手術室の設置など、より高度な医療

への対応を可能とするとともに、医師確保に努め、圏域内での医療の完結を目指す。

・新中央診療棟内に改めて整備するNICU、GCUなど、新生児治療をさらに充実させ、地域周産期医療セン

ターとしてハイリスク分娩を中心とした周産期、新生児治療の拠点病院としての役割を果たしていく。

　・地域包括ケアシステムの構築に向け

　　て果たすべき役割・機能

・転院先や施設への訪問活動、Ｗｅｂ等による会議やカンファレンスの開催により、地域の関係機関との連

携をさらに深め、急性期後の後方病床への円滑な転院や、介護福祉施設への入所、在宅療養への円滑な移行

など、必要な体制を強化するとともに、退院支援に努める。

　・機能分化・連携強化 ・高度急性期・急性期病院かつ地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関としての役割を全うするため、高

度検査機器、化学療法、放射線治療等の紹介受診を重点とした、外来診療を進める。

・圏域内の急性期病院とも連携し、東濃圏域の基幹病院としてより高度な医療を必要とする患者の転院受入

をはじめ、治療後の近隣医療機関回復期病棟への転院など、圏域内の病床の有効活用を進める。

〇医師・看護師等の確保と働き方改革

　・医師・看護師等の確保 ・従来から実施している看護職員修学資金貸付制度、ガイダンスへの参加等に加え、当院看護部のホーム

ページや、就職情報サイトの活用等により、看護職員の確保に努める。

・国民健康保険上矢作病院に対し、定期的な医師の派遣支援を継続する。

・へき地医療に関しては、岐阜県へき地医療支援機構の求めに応じ、医師の派遣を行う。

・東濃地域等の他院からの依頼に応じ、可能な限り医師の派遣を行う。

　・医師の働き方改革への対応 ・医師の健康管理を促進し、質の高い医療サービスの提供に資するため、「医師労働時間短縮計画」に基づ

き、労務管理・健康管理、労働時間短縮に向けた取組を行う。

〇経営形態の見直し 地方独立行政法人化により、新規事業の是非や、組織体制の見直し、人員配置など経営方針決定までの時間

が大幅に短縮され、地域の医療ニーズや制度改正に対する迅速な対応が可能となった。

〇新興感染症の感染拡大時等に備えた

　平時からの取組

・必要な物資及び資材の備蓄・整備・点検並びに施設及び設備の整備・点検を実施する。

・第二種感染症指定医療機関として、平時から患者を受け入れられる体制及び設備の整備を図る。また、東

濃地域の医療機関に対し、医療情報の提供など指導的な役割を担う。



参考：総務省通知（R4.3.29）
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